
訂正とお詫び 

この度は全国通関士模試をご受験いただき、誠に有り難うございました。下記の法令解釈

に関して、誤りがございました。つきましては、次ページ以降で全国通関士模試の解説内容

を訂正させていただきます。本試験直前期にこのような事態を招き大変申し訳ございませ

ん。深くお詫び申し上げます。 

平成 29年 9月 27 日 

 

記 

 

－－－法令解釈の誤りの内容（関税法第 12 条の３第 5項に関して）－－－ 

 

税関からの調査通知【前】に期限後特例申告書の提出又はその提出後に修正申告をした場

合に、納付すべき税額（期限後特例申告書提出後の修正申告の場合は、累積納付税額を加算

した額。以下同じ。）が 50 万円を超える場合 

 

≪正≫50 万円を超える部分に対して、５％の加重【なし】 

≪誤≫50 万円を超える部分に対して、５％の加重【あり】 

 

なお、調査通知前の期限後特例申告書の提出等の後、税関からの調査通知【後】に修正申

告を行った場合には、50万円を超える部分に対して、５％加重されますが、調査通知【前】

の累積納付税額で 50 万円を超える部分に関しては、５％の加重はありません。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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■H29 年度 第 18 回全国通関士模試 解答と解説 正誤表 

通関書類の作成要領その他通関手続の実務 解答と解説 

頁 正 誤 

41 第９問の正解及び解説を修正する。 

第９問（無申告加算税額の計算） 

（省略） 

正解 83,000円（00083000） 

解説 

１ （省略） 

２ 期限後特例申告の提出に係る無申告加算税額の計算 

 （１）適用される無申告加算税率の検討 

①～② （省略） 

③ よって、本問題の事例は、５％の軽減税率が適用されるケースに該当します。 

④ また、関税法第12条の３第５項が適用になる場合には、同条第2項の適用はないこ

ととなっています。 

（２）無申告加算税額の計算 

① （省略） 

（削除） 

 

 

② よって、期限後特例申告に係る無申告加算税の額は、29,000円となります。 

 

 

３ 期限後特例申告書の提出後に行われた修正申告に係る無申告加算税額の計算 

（１） （省略） 

（２）無申告加算税の計算 

① （省略） 

② 期限後特例申告書の提出により追加納付すべき基準額（50万円）を超えた関税額

に対して課される加重加算税率（５％）は、本問題においては、上記２-（1）-④に

第９問（無申告加算税額の計算） 

（省略） 

正解 87,000円（00087000） 

解説 

１ （省略） 

２ 期限後特例申告の提出に係る無申告加算税額の計算 

 （１）適用される無申告加算税率の検討 

①～② （省略） 

③ よって、本問題の事例は、５％の軽減税率が適用されるケースに該当します。 

（追加） 

 

（２）無申告加算税額の計算 

① （省略） 

② 期限後特例申告に基づき納付する関税額が基準額（50万円）を超えている場合に

は、当該超えている額（58万円－50万円＝８万円）に対して、関税法第12条の３第

３項の規定に基づき加重無申告加算税（税率５％）が追加して課されます。 

③ よって、期限後特例申告に係る無申告加算税の額は、以下のとおり、33,000円とな

ります。 

580,000円×５％＋80,000円×５％＝29,000円＋4,000円＝33,000円……………① 

３ 期限後特例申告書の提出後に行われた修正申告に係る無申告加算税額の計算 

（１） （省略） 

（２）無申告加算税の計算 

① （省略） 

② 上記２に記述したとおり、期限後特例申告を行う際に、関税法第12条の３第３項

の規定により、基準額を超えているために加重無申告加算税が賦課されているため、



記述したように、関税法第12条の３第５項の規定により賦課されないこととなって

いるものの、本件修正申告は、税関による調査通知を受けた後に提出されたもので

あるため、この修正申告税額全額に対して５％の加重無申告加算税が賦課されます。 

③ よって、期限後特例申告書の提出に係る修正申告の無申告加算税の額は、以下の

とおり、54,000円です。 

360,000円×（10％＋５％）＝54,000円 

４ 期限後特例申告書の提出及びこれに係る修正申告の双方に係る無申告加算税の合計額 

 29,000円＋54,000円＝83,000円 

 

事後に発生する追加関税の納付についてはその全額に加重無申告加算税率（５％）

が追加して課されます。 

 

③ よって、期限後特例申告書の提出に係る修正申告の無申告加算税の額は、以下の

とおり、54,000円です。 

360,000円×（10％＋５％）＝54,000円……………② 

４ 期限後特例申告書の提出及びこれに係る修正申告の双方に係る無申告加算税の合計額 

 ①＋②＝87,000円 

 

 


